
◎裁判所職員定員法の一部を改正する法律 
（平成二九年四月二一日法律第一七号）   

一、 提案理由（平成二九年三月二一日・衆議院法務委員会） 

○金田国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を

御説明いたします。 

 この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員

数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化するこ

とに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以

下、その要点を申し上げます。 

 第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数

を五十人増加し、判事補の員数を二十三人減少しようとするものであります。これは、

判事の定員を二十七人増員するとともに、判事補の定員から判事の定員へ二十三人の振

りかえを行うことにより、執務体制の強化を図ろうとするものであります。 

 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであり

ます。これは、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所書

記官を二十四人増員し、並びに事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の女性

活躍とワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所事務官を十七人増員するとと

もに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務

職員等を七十六人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三

十五人減少しようとするものであります。 

 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

……………（略）…………… 

二、衆議院法務委員長報告（平成二九年四月四日） 

○鈴木淳司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、下級裁判所における事件の適正

かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十三人減少

するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判

所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る三月十七日本委員会に付託され、二十一日、金田法務大臣から提案理由

の説明を聴取し、質疑に入り、二十四日参考人から意見を聴取しました。三十一日、質

疑を終局し、討論、採決の結果、裁判所職員定員法改正案は賛成多数をもって、また、

裁判所法改正案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 



 なお、裁判所職員定員法改正案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年三月三一日） 

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 

一 民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、その実情を把握し、必要な 

対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理の 

運用手法、制度の改善等を検討し、その上で、目標達成に必要な範囲で裁判官の定員 

管理を行うこと。 

二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命される 

ことが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにすること。 

三 平成二十五年三月二十六日の当委員会の附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、

引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、

その削減等も含め検討していくこと。 

四 技能労務職員の定員削減に当たっては、業務の円滑、適切な運営に配慮しつつ、業 

務の外部委託等の代替措置の状況を踏まえて適切に行うこと。 

五 複雑・多様化している令状事件については、引き続き、実態を把握し、適切な処理 

が図れるよう体制整備に努めること。 

六 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動す 

る裁判官出身の検事の数の縮小に関する政府答弁を引き続き遵守すること。 

三、参議院法務委員長報告（平成二九年四月一二日） 

○秋野公造君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審 

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数 

を五十人増加し、判事補の員数を二十三人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し 

及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようと 

するものであります。 

 委員会におきましては、裁判所における定員管理の方針、家庭裁判所調査官の増員の 

必要性、裁判官を増員しても平均審理期間が短縮しない理由、裁判所における男女共同 

参画への取組状況等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願 

います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決 

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


